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流山市通学区域審議会条例  
 
（設置）  
第１条 市に、教育委員会の附属機関として、流山市通学区域審議会（以

下「審議会」という。）を置く。  
（担任事務）  
第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ流山市立小、中学校の通学

区域に関する事項について審議するものとする。  
（組織）  
第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。  
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。  
（１）知識経験を有する者  
（２）学校長の代表者  
（３）ＰＴＡの代表者  
（４）市民等  
（任期）  
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
２ 委員が委嘱されたときにおける前条第２項各号に掲げる者でなくな

った場合は、委員を辞したものとする。  
（会長及び副会長）  
第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。  
２ 会長及び副会長は、委員の互選による。  
３ 会長は、審議会の会務を総理する。  
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  
（会議）  
第６条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。  
２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。  
３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  
（庶務）  

資料１－１  
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第７条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。  
（委任）  
第８条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教

育委員会が定める。  
   附 則  
 この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。  
   附 則（平成２４年１２月２１日条例第２９号）  
（施行期日）  
１ この条例は、公布の日から施行する。  
（経過措置）  
２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の流山市防災会議

条例、流山市附属機関に関する条例、流山市文化財の保護に関する条

例、流山市通学区域審議会条例、流山市史編さん審議会条例、流山市

立幼稚園協議会条例、流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条

例、流山市都市計画審議会条例、流山市行財政改革審議会条例、流山

市情報公開・個人情報保護審査会条例、流山市地区計画の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例、流山市産業振興基本条例、流山市生

涯学習審議会条例及び流山市街づくり条例に基づき委嘱若しくは任命

されている委員又は選任の手続が開始されている委員については、当

該委嘱又は任命の期間満了日までに限り、なお従前の例による。  
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資 料 １ － ２  

流 山 市 通 学 区 域 審 議 会 運 営 規 則  

 

 (趣 旨 ) 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、流 山 市 通 学 区 域 審 議 会 条 例 (昭 和 ５ ２ 年 流

山 市 条 例 第 １ ５ 号 。以 下「 条 例 」と い う 。)第 ８ 条 の 規 定 に よ

り 、 審 議 会 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２ 条  削 除  

（ 答 申 ) 

第 ３ 条  審 議 会 は 、 諮 問 事 項 に 関 す る 最 終 的 な 論 議 の 内 容 に つ

い て 教 育 委 員 会 に 答 申 す る も の と す る 。  

（ 委 任 ) 

第 ４ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら

適 用 す る 。  

   附  則 (昭 和 ５ ３ 年 ４ 月 ６ 日 教 委 規 則 第 １ 号 抄 ) 

（ 施 行 期 日 ) 

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 (昭 和 ５ ６ 年 １ ２ 月 １ 日 教 委 規 則 第 １ ５ 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 (昭 和 ６ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 教 委 規 則 第 ８ 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 昭 和 ６ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 (平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 教 委 規 則 第 ４ 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 (平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ８ 日 教 委 規 則 第 １ 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 (平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ ７ 日 教 委 規 則 第 ３ 号 ) 

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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○流山市市民参加条例（抜粋）  
 
 (審議会等の会議の公開等 ) 
第８条 審議会等の会議は、公開とします。ただし、法令 (条例を含む。 )の
規定により審議会等が非公開とすることができると定められているとき

は、この限りではありません。  
２ 前項ただし書の規定により審議会等の会議の全部又は一部を公開しな

いときは、別に法令 (条例を含む。 )の定めがある場合を除き、審議会等の
長が会議に諮り、多数決によって決定するものとします。この場合におい

て、多数決の結果が可否同数の場合は、審議会等の長の判断で公開又は非

公開を決定するものとします。  
３ 審議会等は、会議を公開としないことを決定したときは、その理由を明

らかにするものとします。  
４ 市は、審議会等の会議が開催されるときは、会議開催日の１週間前まで

に広報又はホームページ等により公表しなければなりません。ただし、緊

急に会議が開催されるときは、この限りではありません。  
５ 前項の規定により公表する内容は、会議名、議題、日時、場所、傍聴の

手続、担当課名その他必要な事項とします。  
６ 審議会等の長は、審議会等の傍聴者に対して、必要な資料提供と積極的

な情報提供に努めるものとします。  
(審議会等の会議録の作成及び公表 ) 
第９条 審議会等は、会議を開催したときは、会議録又は議事要旨を作成し、

法令 (条例を含む。 )に定めのある場合を除き、速やかに公表しなければな
りません。この場合において、会議に提出された資料 (流山市情報公開条例
(平成 13年流山市条例第 32号 )第７条各号に定める不開示情報 (以下「不開
示情報」という。 )を除く。 )を併せて公表しなければなりません。  

２ 前項の会議録及び議事要旨には、会議名、開催日時、開催場所、出席者

氏名等を記載するほか、審議会等の内容について市民等が理解できる形式

としなければなりません。  
３ 市は、審議会等から提出された答申及び建議に対する検討を終えたとき

は、不開示情報を除き、その結果を速やかに公表しなければなりません。 

資料２－１  
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資料２－２ 

流山市審議会等の委員の選任及び会議の公開等に関する指針 

  

（趣旨）  

第１条 この指針は、審議会等の機能を十分発揮させるとともに、公正 

で透明性の高い開かれた市政の推進に資するため、審議会等の委員の 

選任及び会議の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この指針において「審議会等」とは、地方自治法（昭和２２年 

法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定する附属機関及びこれに 

類するものをいう。  

（再任の制限）  

第３条 委員の再任は、当該審議会等の委員としての任期が継続して３ 

期を超えないよう配慮するものとする。ただし、特定の職を選任しな 

ければならない等の特別の事情がある場合は、この限りでない。  

（兼職の制限）  

第４条 委員の選任においては、同一の委員による複数の審議会等の委 

員の兼職は行わないものとする。ただし、特定の職を選任しなければ 

ならない等の特別の事情がある場合であって、同一の委員が複数の審 

議会等の委員を兼職することにより、当該審議会等の会議の開催等に 

支障を来すおそれがないと認められるときは、この限りでない。  

２ 前項ただし書の規定により同一の委員による複数の審議会等の兼職 

を行う場合において、兼職の件数は、３件を超えないものとする。  

（女性委員の登用）  

第５条 審議会等の委員の選任においては、全ての委員の数に対する女 

性の委員の数の割合が４割を下回らないよう、努めるものとする。  

（市の職員の選任の制限）  

第６条 市の職員を審議会等の委員に選任することについては、審議会 

等の特性を考慮し、必要と認める場合を除き、行わないものとする。  

（委員名簿の作成等）  

第７条 審議会等を所管する担当課等の長（以下「所管課長」という。） 

は、当該審議会等の委員が選任されたときは、当該審議会等の委員の 
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名簿を作成し、保管するとともに、人事担当課の長に当該名簿を提出 

するものとする。                               

（審議会等の長が選任されていない場合等の審議会等の公開又は非公開

の決定）  

第８条 審議会等の長が選任されていない場合において、当該審議会等 

の会議の全部又は一部を公開しない旨を定めるときは、別に法令（条 

例を含む。）の定めがある場合を除き、当該審議会等の事務局を担当 

する課等の長（当該審議会等の設置の根拠法令等に定めがある場合は 

当該根拠法令等に定める者）が会議に諮り、多数決によって決定する 

ものとする。この場合において、多数決の結果、可否同数の場合は、 

事務局を担当する課等の長の判断で公開又は非公開の決定をすること 

ができる。  

（審議会等の会議の公開の方法等）  

第９条 審議会等の会議の公開の方法は、次のとおりとする。  

（１）審議会等の会議の公開は、会議の傍聴により行うものとする。  

（２）審議会等の会議の傍聴は、先着順により決定する。ただし、先着 

順による決定が難しい場合は、抽選によることができる。  

（３）報道関係の取材として傍聴希望がある場合は、前号の規定にかか 

わらず、傍聴することができるよう配慮するものとする。  

（傍聴者への遵守事項の明示）  

第１０条 審議会等は、会議を公開するときは、あらかじめ傍聴者に対 

し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。  

（１）傍聴者は、傍聴人受付簿に、住所、氏名等を記入しなければなら 

ないこと。  

（２）会議開催中は、発言を控え、静穏に傍聴することとし、拍手その 

他の方法により、賛否を表明しないこと。  

（３）会議の会場において撮影、録音その他これらに類する行為をしな 

いこと。ただし、審議会等の長が特別の理由により承認した場合 

は、この限りでないこと。  

（４）プラカード、ビラ、旗、楽器及び拡声器等を持ち込んではならな 

いこと。  

（５）飲食又は喫煙をしないこと。  
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（６）前各号に掲げるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議 

の妨害となるような行為をしないこと。  

（７）傍聴者が前各号に規定する事項に違反したときは、審議会等の長                             

が注意し、なお、これに従わない時は退場を命ずることがあること。  

（会議録等の作成）  

第１１条 審議会等は、公開、非公開にかかわらず、会議終了後、原則 

として１か月以内に会議録又は議事要旨を調製しなければならない。  

２ 非公開の会議においては、会議録又は議事要旨の調製のほか、議事 

案件（会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名、議題等を記載した 

文書をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。  

（会議録等の情報公開コーナーへの配架）  

第１２条 審議会等の全部又は一部を公開とした場合は、その公開され 

た部分の会議録又は議事要旨を情報公開コーナーに配架しなければな 

らない。  

２ 審議会等の全部又は一部を非公開とした場合は、その非公開とされ 

た部分の議事案件を情報公開コーナーに配架しなければならない。  

（審議会等の見直し）  

第１３条 所管課長は、常に審議会等の見直しを行い、所定の目的を達 

成したもの及び状況により存続の必要性が薄らいだものについては、 

速やかに廃止する等の措置をとるとともに、行政改革担当課の長に報 

告するものとする。  

（市民参加の対象事項等以外の事項を審議する審議会等の委員の選任  

等）  

第１４条 流山市市民参加条例（平成２４年流山市条例第１９号）第５ 

条に規定する対象事項等以外の事項を審議する審議会等の委員の選任、 

会議の公開及び非公開の手続き並びに会議録の作成及び公表について 

は、市民参加条例第７条第２項及び第３項、第８条並びに第９条の規 

定の例による。  

（委任）  

第１５条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

   附 則  

（施行期日）  
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１ この指針は、平成２４年１０月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この指針の委員の選任に関する規定は、この指針の施行の日（以下 

「施行日」という。）以後に選任に係る手続が開始されている委員であ

って、委嘱又は任命された委員について適用する。 

（経過措置） 

３ 施行日において現に次項の規定により廃止される前の流山市審議会

等の委員の選任等に関する指針に基づき委嘱若しくは任命されている

委員又は選任の手続が開始されている委員については、当該委嘱又は

任命の期間満了日までに限り、なお従前の例による。 

（流山市審議会等の委員の選任等に関する指針の廃止） 

４ 流山市審議会等の委員の選任等に関する指針（平成１１年４月１日

制定）は、廃止する。 

（流山市審議会等の会議の公開に関する指針の廃止） 

５ 流山市審議会等の会議の公開に関する指針（平成１３年４月１日制

定）は、廃止する。 
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資料３－１  
関連法令等（抜粋）  
 
●学校教育法施行令（昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号）  
（入学期日等の通知、学校の指定） 

第５条 市町村の教育委員会は、就学予定者（法第 17条第１項又は第２

項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又

は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。）のうち、認

定特別支援学校就学者（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体

不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）で、その障害が、第 22

条の３の表に規定する程度のもの（以下「視覚障害者等」という。）

のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の

教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その

他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援

学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。）

以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから２月前まで

に、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。 

２ 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校（法

第７１条）の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す

もの（以下「併設型中学校」という。）を除く。以下この項、次条第

７号、第６条の３、第６条の４、第７条、第８条、第１１条の２、第

１２条第３項及び第１２条の二において同じ。）が２校以上ある場合

においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校

又は中学校を指定しなければならない。 

 

●学校教育法施行規則（昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号）  
第４章 小学校  
第４１条 小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。

ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限り

でない。  
第五章 中学校  
第７９条 第４１条から第４９条まで、第５０条第２項、第５４条から
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第６８条までの規定は、中学校に準用する。 

●義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令  
（昭和三十三年六月二十七日政令第百八十九号） 

（適正な学校規模の条件） 

第４条  法第３条第１項第４号の適正な規模の条件は、次の各号に掲げ

るものとする。 

１ 学級数がおおむね１２学級から１８学級までであること。 

２ 通学距離が、小学校にあってはおおむね４キロメートル以内、中学

校にあってはおおむね６キロメートル以内であること。 

 

●小学校施設整備指針（平成４年３月３１日作成）  
第３ 通学環境  
１ 通学区域  
（１）児童が疲労を感じない程度の通学距離を確保できることが望まし

い。 

（２）隣接校の学校規模及び通学区域並びに関連する中学校の通学区域

等との適正な均衡を保つことができることが望ましい。  
（３）通学区域を設定する場合には，児童の居住分布等を適正に考慮す

ることが望ましい。  
２ 通学経路  
（１）交通頻繁な道路，鉄道線路等との交差を避けるなど安全な通学経

路を確保することができることが重要である。さらに，防犯上，死

角が多い場所，人通りの少ない場所をできるだけ避けられる通学経

路が確保されることが望ましい。  
（２）地域の実状に応じ，教育的な体験の場としても意義のあるような

通学経路を設定することのできるよう考慮されていることも有効

である。  
●中学校施設整備指針（平成４年３月３１日作成）  
第３ 通学環境  
１ 通学区域  
（１）生徒が疲労を感じない程度の通学距離を確保できることが望まし

い。  
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（２）隣接校の学校規模及び通学区域並びに関連する小学校の通学区域

等との適正な均衡を保つことができることが望ましい。  
（３）通学区域を設定する場合には ,生徒の居住分布等を適正に考慮する

ことが望ましい。  
２ 通学経路  

交通頻繁な道路 ,鉄道線路等との交差を避けるなど安全な通学経路
を確保することができることが重要である。さらに ,防犯上 ,死角が多
い場所 ,人通りの少ない場所をできるだけ避けられる通学経路が確保
されることが望ましい。  
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資 料 ３ － ２  

流 山 市 立 小 学 校 設 置 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 流 山 市 立 小 学 校 の 設 置 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 名 称 及 び 位 置 ）  

第 ２ 条  学 校 教 育 法（ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）第 38条 の 規 定 に

よ り 流 山 市 が 設 置 す る 小 学 校 の 名 称 及 び 位 置 は 次 の と お り と

す る 。  

名    称  位     置  

流 山 市 立 流 山 小 学 校  流 山 市 流 山 ４ 丁 目 359番 地  

流 山 市 立 新 川 小 学 校  流 山 市 大 字 中 野 久 木 339番 地  

流 山 市 立 八 木 南 小 学 校  流 山 市 芝 崎 92番 地  

流 山 市 立 八 木 北 小 学 校  流 山 市 美 田 208番 地  

流 山 市 立 江 戸 川 台 小 学 校  流 山 市 江 戸 川 台 東 ３ 丁 目 11番 地  

流 山 市 立 東 小 学 校  流 山 市 名 都 借 856番 地  

流 山 市 立 東 深 井 小 学 校  流 山 市 東 深 井 879番 地 の ２  

流 山 市 立 鰭 ケ 崎 小 学 校  流 山 市 鰭 ケ 崎 ７ 番 地 の １  

流 山 市 立 西 初 石 小 学 校  流 山 市 西 初 石 ４ 丁 目 347番 地  

流 山 市 立 向 小 金 小 学 校  流 山 市 向 小 金 ３ 丁 目 149番 地 の １  

流 山 市 立 小 山 小 学 校  流 山 市 十 太 夫 97番 地 の １  

流 山 市 立 長 崎 小 学 校  流 山 市 野 々 下 ２ 丁 目 10番 地 の １  

流 山 市 立 流 山 北 小 学 校  流 山 市 加 一 丁 目 795番 地 の １  

流 山 市 立 西 深 井 小 学 校  流 山 市 西 深 井 67番 地 の １  

流 山 市 立 南 流 山 小 学 校  流 山 市 木 487番 地  

流 山 市 立 お お た か の 森 小

学 校  

流 山 市 市 野 谷 ６ ２ １ 番 地 の １  
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資 料 ３ － ３  

流 山 市 立 中 学 校 設 置 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 流 山 市 立 中 学 校 の 設 置 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 名 称 及 び 位 置 ）  

第 ２ 条  学 校 教 育 法（ 昭 和 22年 法 律 第 26号 ）第 49条 に お い て

準 用 す る 同 法 第 38条 の 規 定 に よ り 、 流 山 市 が 設 置 す る 中 学 校

の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

名    称  位      置  

流 山 市 立 南 部 中 学 校  流 山 市 加 三 丁 目 600番 地 の １  

流 山 市 立 常 盤 松 中 学 校  流 山 市 東 初 石 ３ 丁 目 134番 地  

流 山 市 立 北 部 中 学 校  流 山 市 大 字 中 野 久 木 577番 地  

流 山 市 立 東 部 中 学 校  流 山 市 名 都 借 865番 地  

流 山 市 立 東 深 井 中 学 校  流 山 市 東 深 井 47番 地  

流 山 市 立 八 木 中 学 校  流 山 市 古 間 木 210番 地 の ２  

流 山 市 立 南 流 山 中 学 校  流 山 市 流 山 2539番 地 の １  

流 山 市 立 西 初 石 中 学 校  流 山 市 西 初 石 ４ 丁 目 455番 地 の １  

流 山 市 立 お お た か の 森 中

学 校  

流 山 市 市 野 谷 ６ ２ １ 番 地 の １  
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資 料 ３ － ４  

流 山 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 通 学 区 域 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 学 校 教 育 法 施 行 令 （ 昭 和 28年 政 令 第 340

号 ） 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 程 に よ り 、 就 学 す べ き 流 山 市 立 小 学 校

及 び 中 学 校 の 通 学 区 域 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 通 学 区 域 ）  

第 ２ 条  流 山 市 立 小 学 校 及 び 中 学 校 の 通 学 区 域 は 、 別 表 の と お

り と す る 。  

別 表 （ 第 ２ 条 ）  

学校名 大字名 通学区域 

流山 

小学校 

流山 ９３３～１１５５番地 

流山 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目、７丁目、 

８丁目、９丁目全域 

平和台 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目全域 

西平井 全域 

八木南 

小学校 

思井 全域 

中 全域 

芝崎 全域 

古間木 全域 

前平井 全域 

後平井 １０８番地の２、１１０番地の２、１１１番地の２、１１２番地

の２、１１３番地の２、２８２番地の２、２８３番地の１、２８

３番地の３、２８４番地、２８５番地の１、２８５番地の４、２

８５番地の５、２８６番地の１、２８７番地の１、２８７番地の

２、２８８番地の１、２８８番地の２、２８９番地の１、２８９

番地の３，２９０番地の１，２９１番地の２を除く後平井全域 

宮園 １丁目、２丁目、３丁目全域 

野々下 １丁目 

４２番地の２、４３番地の２、１６４番地の６、１６５番地の１、

１６５番地の２、１６５番地の４、１６５番地の１１、１６５番

地の１３、１６５番地の１４、１７８番地の３、１７８番地の５、

１７８番地の８、１７９番地、１８０番地の１を除く野々下１丁

目全域 

２丁目 

３９１番地、３９３番地の１～同番地の３、４０１番地の１～同

番地の３、４０１番地の５～同番地の８、４０２～４０５番地、
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４１１番地、４１２番地、４１７番地、４１８番地、４１９番地

の１～同番地の３、４１９番地の５、４２５番地の２、４２６番

地の１、４２６番地の２、４２７番地、４２８番地の１、４２８

番地の２、４２９～４３４番地、４３６番地～４３８番地の４、

４３８番地の６～同番地の８、４３９番地の１、４３９番地の２、

４４４番地の１、４７７番地の１、４７７番地の２、４７８～４

８１番地、４８２番地の２～同番地の４、４８３番地、４８４番

地の１、４８４番地の２、４８５番地、４８６番地の１～同番地

の４、４８７番地の１、４８７番地の２、４８８～４８９番地 

市野谷 １番地の１、１番地の２、１番地の３、２番地、３番地の１、３

番地の４、３番地の５、４番地の１、４番地の４、４番地の５、

５番地の１、５番地の２、５番地の３、６番地の１、６番地の３、

６番地の４、７番地の１、８番地、９番地、１０番地の１ 

八木北 

小学校 

東初石 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

駒木台 全域 

青田 全域 

美田 全域 

駒木 ３４０～３９９番地、４０１～４１７番地、４２３～４２４番地、

４４６～４５０番地、４８７～５０２番地、５０４～５２７番地、

５２９～５３３番地、５３４番地の２、５３４番地の６、５３７

番地の８、５３７番地の１１～同番地の１３、５３８～５６０番

地、５６４～５８２番地、５８４～５９３番地、５９９～６０１

番地、６０３～６２０番地、６２２～６５１番地 

十太夫 ８０番地の１、８５～８６番地、１１３番地の１、１１４～１１

７番地、１１９番地、１２１～１２５番地、１２９～１３１番地、

１３３～１３４番地 

新川 

小学校 

北 全域 

富士見台 全域 

富士見台 １丁目、２丁目全域 

小屋 全域 

中野久木 全域 

南 全域 

西初石 １丁目７３番地を除く全域 

上 新 宿 新 田  ３５～９８番地 

平方 １～３６番地の２、４０番地の１、４４番地、４６番地の１、１

５５番地の３、１５５番地の４、１５６番地、１６７番地の３、

１６９番地、１７０番地の２、１７０番地の３、１８２番地の１、

１８５番地の７、１８７～３５６番地、３６０番地、７９６～１
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０４４番地 

美原 １丁目、２丁目全域 

３丁目 

３３番地の６、３３番地の７、３４番地の２、３５番地の２、３

７番地の２、１０９番地の２、１１１番地の２、１１２番地の２、

１１３番地の２、１１４番地の２ 

東 

小学校 

西松ケ丘 １丁目全域 

松ケ丘 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目全域 

向小金 １丁目全域 

名都借 全域 

前ケ崎 １５番地の２、１６番地の１、１６番地の３～同番地の６、１７

番地の２、２２番地の２、２３番地の３、２３番地の４、２９番

地の２～同番地の４、２９番地の７、３０番地の２、３１～５１

番地、５４～１６５番地、１６７～１９３番地、１９５～２１１

番地、２１３～２９５番地、３１３～３１４番地、３１６～３２

６番地、３５７～４９７番地、５１１番地、５１３～６２５番地、

６２６番地の１、６２６番地の３、６２８番地の１、６２８番地

の３、６３３番地の２、６３３番地の３、６３３番地の８、６３

４番地、６３７～６４７番地、６４８番地の１、６４８番地の６、

６４８番地の７、６４９番地、６５０番地の２、６８５番地の１、

７０４～７０７番地、７０８番地の２、７０９～７５８番地 

江戸川台 

小学校 

江戸川台東 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

江戸川台西 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

美原 １丁目２３番地の１、２３番地の２ 

こうのす台 ２５３～２６２番地、２６７～２７１番地、６２５～６２９番地、

６３１～６４２番地、７９８～８０１番地、８０６番地、８０８

～８１１番地、８１３番地、８１４番地、９１０番地の４、９１

０番地の７～同番地の４６、９１０番地の５５、９１０番地の５

６、９１０番地の５８～同番地の６４、９１６番地、９１７番地

の１６～同番地の１９、９１７番地の３４、９１７番地の３５、

１０１０番地の２、１０１０番地の２６～同番地の２８、１０１

７～１０３１番地、１０３２番地の８～同番地の１０、１０３２

番地の４７、１０３２番地の４８、１０３２番地の６０、１０３

２番地の９８～同番地の１００、１０３５番地、１０３６番地、

１０３８番地、１０６５番地、１０６７番地、１０６８番地、１

０７０～１０７７番地、１０７９～１０８２番地、１２１１～１

２１３番地、１２１５番地、１２１７番地、１２１８番地、１２

２０番地、１２２２～１２２６番地、１２２８番地、１２３１～
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１２３３番地、１２３５～１２３７番地、１２４０番地、１２４

２～１２４８番地、１５９３番地、１５９４番地 

東深井 

小学校 

東深井 ４７～７８番地、８１～１０２番地、１０３番地の１、１０４番

地の１、１０５番地の３～同番地の５、１０６～１１９番地、１

２０番地の１、１２１番地の１、１２１番地の２、１２２～１２

３番地、１２４番地の２～同番地の４、１２６番地の２、１２７

～２６２番地、３７２～４１８番地、４２６～５１５番地、５１

６～６５８番地、６５９～１１０９番地、１１１３番地 

こうのす台 ２６３番地、９１０番地の１、９１０番地の５、９１０番地の６、

９１０番地の４７～同番地の５４、９１０番地の５７、９１７番

地の１、９１７番地の６～同番地の１５、９１７番地の２０～同

番地の３３、９１７番地の３６～同番地の６２、９１７番地の６

４～同番地の６８、１０１０番地の６～同番地の２０、１０１０

番地の２５、１０１０番地の３２～同番地の３５、１０３２番地

の１～同番地の７、１０３２番地の１１～同番地の４６、１０３

２番地の４９、１０３２番地の６１～同番地の９７、１０３２番

地の１０２、１０３２番地の１０４～同番地の１１５ 

鰭ケ崎 

小学校 

南流山 １丁目、４丁目、５丁目全域 

鰭ケ崎 全域 

大字鰭ケ崎 全域 

西初石 

小学校 

下花輪 全域 

桐ケ谷 全域 

谷 全域 

上貝塚 全域 

大畔 ３６６番地の２、３６６番地の５、３６６番地の６、４１４番地

の２、４１４番地の４、４１５番地の１、４２３番地の４、４２

６番地の２、４２７番地～４２９番地、４３０番地の２、４３０

番地の３、４３１番地の１、４３６番地の２、４３６番地の５～

４３６番地の２１、４４０番地の１～４４０番地の４、４５４番

地の１～４５４番地の３、４８２番地の１～４８２番地の４、５

２０番地、５２１番地の２、５２２番地、５２４番地、５２５番

地、５２８番地の２、５２８番地の４、５２８番地の６、５３０

番地の４、５３１番地の１～５３１番地の８、５３５番地の１、

５３５番地の４を除く大畔全域 

若葉台 全域 

上新宿 全域 

西初石 １丁目７３番地 

２丁目、３丁目、４丁目全域 
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５丁目１番地から４２番地 

上新宿新田 ２７～３４番地 

向小金 

小学校 

向小金 ２丁目、３丁目、４丁目全域 

前ケ崎 ２番地、２１～２７番地、２９番地の５、２９番地の６、２５番

地の５、３０番地の１、６２６番地の５、６２８番地の２、６３

１番地、６３２番地、６３３番地の５、６４８番地の２、６５０

番地の１、６５０番地の６、６５０番地の７、６５１～６５５番

地、６５７～６８３番地、６８５番地の２～６８７番地、６９０

～７０３番地、７０８番地の３、７０８番地の６ 

小山 

小学校 

東初石 ５丁目 

１番地～１１番地、１２番地の２の内、１２番地の３の内、１３

番地の内、１４番地～１６番地、２０番地の１、２０番地の２の

内、２０番地の３の内、１２５番地～１４５番地、１４６番地の

１～１４６番地の４、１４６番地の６～１４６番地の１２、１４

６番地の１４～１４６番地の２０、１４６番地の２１の内、１４

６番地の２２、１４６番地の２３、１４７番地の１の内、１４７

番地の２の内、１４８番地～１７７番地、１７８番地の１の内、

１７８番地の６の内、１７８番地の２１、１７８番地の２２の内、

５７０番地の４、５７０番地の２１ 

６丁目 

１８４番地の５の内、１８４番地の９～１８４番地の１３、１８

５番地の１、１８５番地の１１の内、１８５番地の１２～１８５

番地の１５、１８５番地の１６の内、１８５番地の１８、１８５

番地の１９、１８６番地の１、１８６番地の４、１８６番地の９

～１８６番地の１３、１８６番地の１８～１８６番地の２３、１

８６番地の２４の内、１８６番地の２５の内、１８６番地の２６

の内、１８６番地の２７、１８６番地の２８の内、１８６番地の

２９の内、１８６番地の３０の内、１８６番地の３１～１８６番

地の４１、１８６番地の４６～１８６番地の５０、１８６番地の

５５、１８６番地の５９～１８６番地の６４、１８６番地の６８

～１８６番地の７７、１８６番地の７８の内、１８６番地の７９

～１８６番地の８６、１８６番地の９２～１８６番地の１３７、

１８６番地の１４４、１８６番地の１４５、１８６番地の１４７、

１８６番地の１４８、１８６番地の１５３、１８６番地の１５４、

１８６番地の１５５の内、１８６番地の１５６、１８６番地の１

５７、１８６番地の１６１、１８６番地の１６２、１８７番地 

駒木 １～６９番地、７７～７９番地、８１～８２番地、８４～１７８

番地、１８１番地、２６１～３３８番地、４７３～４８５番地、
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４８６番地の１～同番地の１４、５３４番地の１、５３５～５３

６番地、５３７番地の１～同番地の３、５３７番地の９、５３７

番地の１０、６５５～６５７番地、１０８０～１０８７番地、１

０８９～１１０９番地 

十太夫 １番地～２番地、４番地～１６番地、１８番地～７９番地、８７

番地～１１２番地、１１３番地の３、１３５番地～１６４番地、

１６５番地の内、１６６番地の内、１７０番地～１９９番地、２

０６番地～２１２番地、２１４番地～２２８番地、２３１番地の

５の内、２３２番地の１の内、２３３番地の１の内、２３６番地

の１の内、２３７番地の４の内、２３８番地～２４８番地 

長崎 

小学校 

野々下 ２丁目 

１～３６番地の４、１２０～１３９番地の１、１４２番地の３～

同番地の５、４７５～４７７番地、４７８番地の２、４７９番地

の２、４８０番地の１、４８１番地の２、４８２番地、４８３番

地の２、４８４番地、４８５番地の１～同番地の６、４８６番地、

４８７番地、４８８番地の１～同番地の３、４９３～５６５番地、

６１９～６２３番地、６２８～６８３番地、６８５～６９１番地、

６９３～７０３番地、７０８番地、７０９番地、７１２～７１６

番地、８３９番地の３、８４２番地の３ 

３丁目、４丁目、５丁目、６丁目全域 

長崎 １丁目、２丁目全域 

流山北 

小学校 

大字加 ４５２番地～４９８番地、４９９番地の１、４９９番地の２、４

９９番地の６、４９９番地の７、５００番地、５０１番地の３、

５０２番地～５０８番地 

加 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目全域 

三輪野山 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目全域 

西深井 

小学校 

深井新田 全域 

平方村新田 全域 

西深井 全域 

東深井 １～４１番地、１０３番地の２、１０４番地の２、１０５番地の

１、１０５番地の６、１２０番地の２、１２０番地の４、１２１

番地の３、１２１番地の４、１２１番地の９、１２１番地の１２、

１２４番地の１、１２５番地、１２６番地の１、２６３～３７１

番地、４２０～４２４番地、１１１０～１１１２番地 

平方 ３６番地の３～同番地の６、４２～４３番地、４４番地の２～４

５番地、４７～１５５番地の２、１５５番地の５、１５７～１６

７番地の２、１６８番地、１７０番地の１、１７０番地の４～１

８１番地、１８３～１８５番地の６、３５７～３５９番地、３６
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１～７６５番地、１０４５～１１９４番地 

美原 ３丁目３８～７０番地、７４～１０８番地 

４丁目全域 

南流山 

小学校 

南流山 ２丁目、３丁目、６丁目、７丁目、８丁目全域 

木 全域 

流山 ２４５６～２６２５番地 

おおた 

かの森 

小学校 

西初石 ５丁目１番地から４２番地を除く５丁目全域 

６丁目全域 

市野谷 １番地の１、１番地の２、１番地の３、２番地、３番地の１、３

番地の４、３番地の５、４番地の１、４番地の４、４番地の５、

５番地の１、５番地の２、５番地の３、６番地の１、６番地の３、

６番地の４、７番地の１、８番地、９番地、１０番地の１を除く

市野谷全域 

大畔 ３６６番地の２、３６６番地の５、３６６番地の６、４１４番地

の２、４１４番地の４、４１５番地の１、４２３番地の４、４２

６番地の２、４２７番地～４２９番地、４３０番地の２、４３０

番地の３、４３１番地の１、４３６番地の２、４３６番地の５～

４３６番地の２１、４４０番地の１～４４０番地の４、４５４番

地の１～４５４番地の３、４８２番地の１～４８２番地の４、５

２０番地、５２１番地の２、５２２番地、５２４番地、５２５番

地、５２８番地の２、５２８番地の４、５２８番地の６、５３０

番地の４、５３１番地の１～５３１番地の８、５３５番地の１、

５３５番地の４ 

大 字三 輪 野 山  全域 

大字加 ４９９番地の３、４９９番地の８、５０１番地の１、５１３番地

～５２９番地 

東初石 ５丁目 

１２番地の１、１２番地の２の内、１２番地の３の内、１３番地

の内、２０番地の２の内、２０番地の３の内、２１番地、１４６

番地の２１の内、１４７番地の１の内、１４７番地の２の内、１

７８番地の１の内、１７８番地の６の内、１７８番地の７、１７

８番地の８、１７８番地の１８～１７８番地の２０、１７８番地

の２２の内、１７９番地～１８１番地 

６丁目 

１８１番地～１８３番地、１８４番地の１、１８４番地の５の内、

１８４番地の６、１８４番地の７、１８４番地の８、１８４番地

の１１、１８４番地の１３、１８５番地の６の内、１８５番地の

１１の内、１８５番地の１４、１８５番地の１５、１８５番地の
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１６の内、１８５番地の１７、１８５番地の２０、１８６番地の

１４、１８６番地の１５、１８６番地の１６、１８６番地の１７、

１８６番地の２４の内、１８６番地の２５の内、１８６番地の２

６の内、１８６番地の２８の内、１８６番地の２９の内、１８６

番地の３０の内、１８６番地の４２～１８６番地の４５、１８６

番地の５１～１８６番地の５３、１８６番地の７８の内、１８６

番地の１３８～１８６番地の１４３、１８６番地の１４６、１８

６番地の１４９～１８６番地の１５２、１８６番地の１５５の

内、１８６番地の１５８～１８６番地の１６０ 

十太夫 １６５番地の内、１６６番地の内、１６７番地～１６９番地、２

１３番地の１の内、２２９番地、２３０番地の１～２３０番地の

４、２３１番地の１～２３１番地の４、２３１番地の５の内、２

３２番地の１の内、２３２番地の２、２３２番地の３、２３３番

地の１の内、２３３番地の２～２３３番地の４、２３４番地の２、

２３４番地の３、２３５番地の１～２３５番地の３、２３６番地

の１の内、２３６番地の２、２３６番地の３、２３７番地の２、

２３７番地の３、２３７番地の４の内 

後平井 １０８番地の２、１１０番地の２、１１１番地の２、１１２番地

の２、１１３番地の２、２８２番地の２、２８３番地の１、２８

３番地の３、２８４番地、２８５番地の１、２８５番地の４、２

８５番地の５、２８６番地の１、２８７番地の１、２８７番地の

２、２８８番地の１、２８８番地の２、２８９番地の１、２８９

番地の３、２９０番地の１、２９１番地の２ 

野々下 １丁目 

４２番地の２、４３番地の２、１６４番地の６、１６５番地の１、

１６５番地の２、１６５番地の４、１６５番地の１１、１６５番

地の１３、１６５番地の１４、１７８番地の３、１７８番地の５、

１７８番地の８、１７９番地、１８０番地の１ 

南部 

中学校 

三輪野山 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目全域 

流山 ９３３番地～１１５５番地 

流山 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目、９丁目全域

西平井 全域 

大字加 ４５２番地～４９８番地、４９９番地の１、４９９番地の２、４

９９番地の６、４９９番地の７、５００番地、５０１番地の３、

５０２番地～５０８番地 

加 一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目全域 

平和台 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目全域 

常盤松 東初石 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 
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中学校 ５丁目 

１番地～１１番地、１２番地の２の内、１２番地の３の内、１３

番地の内、１４番地～１６番地、２０番地の１、２０番地の２の

内、２０番地の３の内、１２５番地～１４５番地、１４６番地の

１～１４６番地の４、１４６番地の６～１４６番地の１２、１４

６番地の１４～１４６番地の２０、１４６番地の２１の内、１４

６番地の２２、１４６番地の２３、１４７番地の１の内、１４７

番地の２の内、１４８番地～１７７番地、１７８番地の１の内、

１７８番地の６の内、１７８番地の２１、１７８番地の２２の内、

５７０番地の４、５７０番地の２１ 

青田 全域 

駒木 ３６９番地の９、３６９番地の１０、３７０番地の１の内、３７

０番地の２、３７０番地の３、３７１番地の１の内、３７１番地

の２の内、３８０番地の２～３８０番地の５、３８０番地の７、

３８１番地の３～３８１番地の５、３８１番地の６の内、３８１

番地の１２～３８１番地の２８、３８１番地の２９の内～３８１

番地の３１の内、３８２番地の３、３８３番地の内、３８４番地

～３９９番地、４０１番地～４４９番地、５０８番地の５、５０

８番地の９、５０８番地の１１、５０８番地の１２、５０８番地

の１４～５０８番地の１９、５０８番地の２２～５０８番地の２

５、５０８番地の２７～５０８番地の３３、５０８番地の３７～

５０８番地の４４、５０８番地の４６～５０８番地の５２、５０

８番地の５６～５０８番地の６１、５０９番地～５１９番地、５

２０番地の１、５２０番地の２、５２０番地の３の内、５２０番

地の６、５２０番地の９、５２０番地の１２、５２０番地の１３、

５２０番地の１８～５２０番地の２１、５２０番地の２２の内、

５２０番地の２３～５２０番地の２８、５２０番地の３５の内、

５２１番地の６の内、５２１番地の２２、５２１番地の２４、５

２１番地の２５、５７８番地の１１の内、５７８番地の１３の内、

５８０番地の２の内、５８５番地の２、５８５番地の３の内、５

８６番地の３、５８６番地の４の内、５８７番地の３、５８７番

地の４の内、５８８番地の１、５８８番地の３、５８８番地の５

の内、５８９番地の１、５８９番地の３、５８９番地の５の内、

５８９番地の６、５９０番地の１、５９０番地の３、５９０番地

の４、５９０番地の６の内、５９０番地の７、５９０番地の９の

内、５９１番地の１、５９１番地の２、５９１番地の４の内、５

９２番地の１、５９２番地の２、５９２番地の３の内、５９２番

地の４の内、５９３番地、５９９番地、６００番地～６１７番地、
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６１８番地の１、６１８番地の２、６１８番地の５、６１９番地、

６２０番地の１～６２０番地の３８、６２０番地の４１～６２０

番地４３、６２０番地の４６～６２０番地の５４、６２０番地の

５５の内、６２０番地の５６、６２０番地の５７、６２０番地の

６８～６２０番地の７１、６２０番地の７３～６２０番地の７

５、６２０番地の７６の内、６２０番地の７７～６２０番地の８

０、６２０番地の８２、６２０番地の８３、６２０番地の８５～

６２０番地の９９、６２０番地の１０１、６２０番地の１０３～

６２０番地の１０６、６２０番地の１０８、６２０番地の１０９、

６２０番地の１１１～６２０番地の１１７、６２０番地の１１８

の内、６２０番地の１１９～６２０番地の１２４、６２０番地の

１３５の内、６２０番地の１３８の内、６２１番地～６５１番地

駒木台 全域 

十太夫 ５２番地の４の内、５２番地の５の内、５３番地の１の内、５３

番地の２の内、５３番地の３、５３番地の４の内、５４番地の１

～５４番地の３、５５番地の１、５５番地の２、５５番地の３の

内、５５番地の４、５５番地の５、５６番地の２の内、６２番地

の１の内～６２番地の３の内、６２番地の４、６２番地の５、６

３番地の１の内、６３番地の２の内、６４番地の１の内、６４番

地の２の内、６５番地～７０番地、７１番地の１～７１番地の８、

７１番地の９の内、７１番地の１０～７１番地の１８、７２番地

～９１番地、９２番地の１～９２番地の１０、９２番地の１１の

内、９２番地の１２～９２番地の１４、９２番地の１６の内、９

２番地の２０の内、９２番地の２１、９２番地の２３、９２番地

の２４、９２番地の２５の内～９２番地の２７の内、９２番地の

２８～９２番地の３３、９２番地の３４の内、９２番地の３７、

９２番地の３８、９２番地の３９の内、９２番地の４０～９２番

地の５６、９２番地の６０の内、９２番地の６１～９２番地の６

４、９２番地の６５の内、９２番地の６８～９２番地の７４、９

２番地の７５の内、９２番地の７６～９２番地の８５、１０６番

地の２の内、１０６番地の３の内、１０６番地の５の内、１０６

番地の９、１０６番地の１０の内、１０６番地の１２、１０６番

地の１４の内、１０６番地の１６、１０６番地の１８の内、１０

７番地の１～１０７番地の７、１０７番地の８の内、１０７番地

の１１の内、１０７番地の１３、１０７番地の１４、１０７番地

の１５の内、１０７番地の１６、１０７番地の１７、１０７番地

の１８の内、１０７番地の１９の内、１０７番地の２０、１０７

番地の２１の内、１０７番地の２２～１０７番地の２４、１０７
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番地の２５の内、１０７番地の２６～１０７番地の２８、１０７

番地の３０～１０７番地の３４、１０７番地の３５の内、１０７

番地の３６～１０７番地の３９、１０７番地の４０の内、１０８

番地～１６４番地、１６５番地の内、１６６番地の内、１７０番

地～１８１番地、１８２番地の内、１８３番地の内、１８５番地

の内、１８６番地の内、２１３番地の１の内、２１３番地の２、

２１９番地～２２８番地、２３１番地の５の内、２３２番地の１

の内、２３３番地の１の内、２３４番地の２の内、２３４番地の

３の内 

美田 全域 

北部 

中学校 

富士見台 全域 

富士見台 １丁目、２丁目全域 

小屋 全域 

南 全域 

北 全域 

中野久木 全域 

平方村新田 全域 

美原 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

江戸川台東 １丁目、２丁目、３丁目全域 

江戸川台西 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

西初石 １丁目７０～７２番地、７４０～７７８番地 

上新宿新田 ３５～９８番地 

平方 １～４０番地、４２～７１番地、７４～７８番地、８０～８７番

地、８９～９０番地、９４～９８番地、１００～１１１番地、１

１２番地の１～同番地の３、１１３～１２２番地、１２４番地、

１２６番地、１２８～１８５番地、１８７～１９０番地、１９２

～１９３番地、１９５番地、１９７番地、１９９～２０２番地、

２０８～２１４番地、２１６番地、２２０～２２２番地、２２９

番地、２３８～２３９番地、２４９～２５０番地、２５９～３３

６番地、３４０～３４８番地、３５０～４３２番地、４３５～８

６２番地、８６４～９７１番地、９７３～１１９４番地 

東部 

中学校 

西松ケ丘 １丁目全域 

松ケ丘 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目全域 

向小金 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目全域 

前ケ崎 全域 

名都借 全域 

東深井 東深井 全域 
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中学校 西深井 全域 

こうのす台 全域 

深井新田 全域 

江戸川台東 江戸川台東４丁目 

平方 ８８番地の１～同番地の９、９２番地の１～同番地の５、９３番

地の１、９３番地の２、９３番地の４、９３番地の６～同番地の

１６、１１２番地の８、１１２番地の９、１１２番地の１４～同

番地の１６、１１２番地の３９～同番地の４１、１２３番地の１

～同番地の１９、１２７番地の２、４３３番地の３～同番地の４

８ 

八木 

中学校 

宮園 １丁目、２丁目、３丁目全域 

思井 全域 

中 全域 

芝崎 全域 

古間木 全域 

前平井 全域 

後平井 １０８番地の２、１１０番地の２、１１１番地の２、１１２番地

の２、１１３番地の２、２８２番地の２、２８３番地の１、２８

３番地の３、２８４番地、２８５番地の１、２８５番地の４、２

８５番地の５、２８６番地の１、２８７番地の１、２８７番地の

２、２８８番地の１、２８８番地の２、２８９番地の１、２８９

番地の３、２９０番地の１、２９１番地の２を除く後平井全域 

野々下 １丁目 

４２番地の２、４３番地の２、１６４番地の６、１６５番地の１、

１６５番地の２、１６５番地の４、１６５番地の１１、１６５番

地の１３、１６５番地の１４、１７８番地の３、１７８番地の５、

１７８番地の８、１７９番地、１８０番地の１を除く野々下１丁

目全域 

２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目全域 

長崎 １丁目、２丁目全域 

市野谷 １番地の１、１番地の２、１番地の３、２番地、３番地の１、３

番地の４、３番地の５、４番地の１、４番地の４、４番地の５、

５番地の１、５番地の２、５番地の３、６番地の１、６番地の３、

６番地の４、７番地の１、８番地、９番地、１０番地の１ 

南流山 

中学校 

流山 ７丁目、８丁目全域 

鰭ケ崎 全域 

大字鰭ケ崎 全域 

木 全域 
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南流山 １丁目、２丁目、３丁目、４丁目、５丁目、６丁目、７丁目、 

８丁目全域 

流山 ２４５６～２６２５番地 

西初石 

中学校 

若葉台 全域 

桐ケ谷 全域 

谷 全域 

下花輪 全域 

上貝塚 全域 

大畔 ３６６番地の２、３６６番地の５、３６６番地の６、４１４番地

の２、４１４番地の４、４１５番地の１、４２３番地の４、４２

６番地の２、４２７番地～４２９番地、４３０番地の２、４３０

番地の３、４３１番地の１、４３６番地の２、４３６番地の５～

４３６番地の２１、４４０番地の１～４４０番地の４、４５４番

地の１～４５４番地の３、４８２番地の１～４８２番地の４、５

２０番地、５２１番地の２、５２２番地、５２４番地、５２５番

地、５２８番地の２、５２８番地の４、５２８番地の６、５３０

番地の４、５３１番地の１～５３１番地の８、５３５番地の１、

５３５番地の４を除く大畔全域 

上新宿 全域 

上新宿新田 ２７～３４番地 

西初石 １丁目７３番地 

２丁目、３丁目、４丁目全域 

５丁目１番地から４２番地 

おおた 

かの森 

中学校 

西初石 ５丁目１番地から４２番地を除く５丁目全域 

６丁目全域 

市野谷 １番地の１、１番地の２、１番地の３、２番地、３番地の１、３

番地の４、３番地の５、４番地の１、４番地の４、４番地の５、

５番地の１、５番地の２、５番地の３、６番地の１、６番地の３、

６番地の４、７番地の１、８番地、９番地、１０番地の１を除く

市野谷全域 

大畔 ３６６番地の２、３６６番地の５、３６６番地の６、４１４番地

の２、４１４番地の４、４１５番地の１、４２３番地の４、４２

６番地の２、４２７番地～４２９番地、４３０番地の２、４３０

番地の３、４３１番地の１、４３６番地の２、４３６番地の５～

４３６番地の２１、４４０番地の１～４４０番地の４、４５４番

地の１～４５４番地の３、４８２番地の１～４８２番地の４、５

２０番地、５２１番地の２、５２２番地、５２４番地、５２５番

地、５２８番地の２、５２８番地の４、５２８番地の６、５３０
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番地の４、５３１番地の１～５３１番地の８、５３５番地の１、

５３５番地の４ 

大 字三 輪 野 山  全域 

大字加 ４９９番地の３、４９９番地の８、５０１番地の１、５１３番地

～５２９番地 

東初石 ５丁目 

１２番地の１、１２番地の２の内、１２番地の３の内、１３番地

の内、２０番地の２の内、２０番地の３の内、２１番地、１４６

番地の２１の内、１４７番地の１の内、１４７番地の２の内、１

７８番地の１の内、１７８番地の６の内、１７８番地の７、１７

８番地の８、１７８番地の１８～１７８番地の２０、１７８番地

の２２の内、１７９番地～１８１番地 

６丁目全域 

駒木 １番地～２９９番地、３００番地～３６８番地、３６９番地の１

～３６９番地の８、３７０番地の１の内、３７１番地の１の内、

３７１番地の２の内、３７１番地の３～３７１番地の５、３７２

番地～３７９番地、３８０番地の６、３８１番地の１、３８１番

地の２、３８１番地の６の内、３８１番地の７、３８１番地の２

９の内～３８１番地の３１の内、３８１番地の３２～３８１番地

の４２、３８２番地の１、３８２番地の２、３８２番地の４～３

８２番地の７、３８３番地の内、４７３番地～４９９番地、５０

０番地～５０７番地、５０８番地の１、５０８番地の３、５０８

番地の４、５０８番地の６～５０８番地の８、５０８番地の１３、

５０８番地の２０、５０８番地の２１、５０８番地の３４～５０

８番地の３６、５０８番地の４５、５０８番地の５３～５０８番

地の５５、５０８番地の６２～５０８番地の６５、５２０番地の

３の内、５２０番地の４、５２０番地の５、５２０番地の７、５

２０番地の８、５２０番地の１０、５２０番地の１１、５２０番

地の１４～５２０番地の１７、５２０番地の２２の内、５２０番

地の３５の内、５２１番地の１～５２１番地の５、５２１番地の

６の内、５２１番地の７、５２１番地の９～５２１番地の２１、

５２１番地の２３、５２１番地の２６、５２１番地の２７、５２

１番地の３１～５２１番地の３４、５２１番地の３６、５２１番

地の３７、５２２番地～５７７番地、５７８番地の１～５７８番

地の１０、５７８番地の１１の内、５７８番地の１２、５７８番

地の１３の内、５７９番地、５８０番地の１、５８０番地の２の

内、５８０番地の３～５８０番地の６、５８１番地～５８４番地、

５８５番地の１、５８５番地の３の内、５８５番地の４、５８６
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番地の１、５８６番地の２、５８６番地の４の内、５８７番地の

１、５８７番地の２、５８７番地の４の内、５８７番地の５、５

８８番地の２、５８８番地の４、５８８番地の５の内、５８９番

地の２、５８９番地の４、５８９番地の５の内、５９０番地の２、

５９０番地の５、５９０番地の６の内、５９０番地の８、５９０

番地の９の内、５９０番地の１０、５９１番地の３、５９１番地

の４の内、５９１番地の５～５９１番地の８、５９２番地の３の

内、５９２番地の４の内、６１８番地の３、６２０番地の４５、

６２０番地の５５の内、６２０番地の５９～６２０番地の６４、

６２０番地の７６の内、６２０番地の８１、６２０番地の８４、

６２０番地の１１８の内、６２０番地の１２６～６２０番地の１

３４、６２０番地の１３５の内、６２０番地の１３６、６２０番

地の１３８の内、６２０番地の１３９、６２０番地の１４０～６

２０番地の１５３、６５５番地、１０８０番地～１０８７番地、

１０８９番地～１１０９番地 

十太夫 １番地～５１番地、５２番地の１～５２番地の３、５２番地の４

の内、５２番地の５の内、５２番地の６、５２番地の７、５３番

地の１の内、５３番地の２の内、５３番地の４の内、５５番地の

３の内、５６番地の１、５６番地の２の内、５６番地の３～５６

番地の５、５７番地～６１番地、６２番地の１の内～６２番地の

３の内、６３番地の１の内、６３番地の２の内、６３番地の３、

６４番地の１の内、６４番地の２の内、６４番地の６～６４番地

の８、７１番地の９の内、９２番地の１１の内、９２番地の１６

の内、９２番地の１７～９２番地の１９、９２番地の２０の内、

９２番地の２２、９２番地の２５の内～９２番地の２７の内、９

２番地の３４の内、９２番地の３５、９２番地の３６、９２番地

の３９の内、９２番地の５７～９２番地の５９、９２番地の６０

の内、９２番地の６５の内、９２番地の６６、９２番地の６７、

９２番地の７５の内、９３番地～１０５番地、１０６番地の２の

内、１０６番地の３の内、１０６番地の４、１０６番地の５の内、

１０６番地の６～１０６番地の８、１０６番地の１０の内、１０

６番地の１１、１０６番地の１３、１０６番地の１４の内、１０

６番地の１５、１０６番地の１７、１０６番地の１８の内、１０

７番地の８の内、１０７番地の１１の内、１０７番地の１５の内、

１０７番地の１８の内、１０７番地の１９の内、１０７番地の２

１の内、１０７番地の２５の内、１０７番地の２９、１０７番地

の３５の内、１０７番地の４０の内、１６５番地の内、１６６番

地の内、１６７番地～１６９番地、１８２番地の内、１８３番地
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の内、１８５番地の内、１８６番地の内、１８７番地～２１２番

地、２１３番地の１の内、２１３番地の３、２２９番地、２３０

番地、２３１番地の１～２３１番地の４、２３１番地の５の内、

２３２番地の１の内、２３２番地の２、２３２番地の３、２３３

番地の１の内、２３３番地の２～２３３番地の４、２３４番地の

２の内、２３４番地の３の内、２３５番地～２４８番地 

後平井 １０８番地の２、１１０番地の２、１１１番地の２、１１２番地

の２、１１３番地の２、２８２番地の２、２８３番地の１、２８

３番地の３、２８４番地、２８５番地の１、２８５番地の４、２

８５番地の５、２８６番地の１、２８７番地の１、２８７番地の

２、２８８番地の１、２８８番地の２、２８９番地の１、２８９

番地の３，２９０番地の１，２９１番地の２ 

野々下 １丁目 

４２番地の２、４３番地の２、１６４番地の６、１６５番地の１、

１６５番地の２、１６５番地の４、１６５番地の１１、１６５番

地の１３、１６５番地の１４、１７８番地の３、１７８番地の５、

１７８番地の８、１７９番地、１８０番地の１ 
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指定学校変更及び区域外就学  
 
１ 制度の概要  
  児童・生徒が就学する流山市立の小中学校については、流山市教育

委員会で通学区域に基づき指定しています。しかし、特別な事情があ

り、指定された学校への就学が困難な方につきましては、流山市教育

委員会に申請することにより、指定された学校以外の小中学校への通

学（指定学校変更・区域外就学）が認められる場合があります。  
２ 制度の根拠  
  学校教育法施行令第８条・９条  
３ 指定学校変更及び区域外就学が認められる基準  
（１）地理的条件に関する理由  
  ①通学距離が遠距離で通学が困難な場合  
  ②通学上の安全等に配慮する必要がある場合  
（２）転居に関する理由  
  ①３か月以内の転居が確実で、転居予定先の学校への就学を希望す

る場合  
  ②学期途中の転居で、当該学期末まで従前の学校への就学を希望す

る場合  
  ③家の増改築等で、一時的に別学区への転居する場合  
  ④最終学年に在学している児童・生徒が転居した場合  
（３）身体に関する理由  
  ①心身の故障等により、指定学校への就学が困難な場合  
  ②特別支援学級や院内学級に入級する場合  
（４）教育的配慮に関する理由  
  ①いじめ等により児童・生徒の心身の安全が脅かされるような深刻

な状況がある場合  
  ②文化的な活動、運動活動等の学校独自の活動において、児童・生

徒の特性に配慮する必要がある場合  
（５）個別事情に関する理由  
  ①保護者の勤務等のため、児童・生徒の帰宅後の保護監督が困難で、

親族等が児童・生徒を預かっている場合  

資料４  
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  ②ＤＶによる緊急避難の場合  
  ③兄弟姉妹が指定学校変更・区域外就学を許可されている場合（該

当理由及び在学時期による制限あり）  
（６）その他、児童・生徒の具体的な状況に応じて、教育委員会が相当

と認める場合  
 （注）すべての場合において、通学上の安全が確保できることを前提

とします。  
 （注）必要に応じて、関係書類の提出をお願いする場合があります。  



小学校

児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

流山小 146 5 158 5 133 4 135 4 106 3 134 4 812 25

八木南小 38 2 41 2 39 2 25 1 31 1 23 1 197 9

八木北小 102 3 109 4 122 4 100 3 112 3 114 3 659 20

新川小 69 2 79 3 72 2 63 2 76 2 57 2 416 13

東　　小 101 3 109 4 110 3 116 4 116 4 141 4 693 22

江戸川台小 101 3 104 3 93 3 102 3 105 3 98 3 603 18

東深井小 108 4 123 4 124 4 126 4 140 4 168 5 789 25

鰭ヶ崎小 97 3 85 3 90 3 106 3 73 2 105 3 556 17

向小金小 97 3 89 3 79 3 81 3 92 3 76 2 514 17

西初石小 137 4 97 3 111 3 101 3 108 3 98 3 652 19

小山小 175 5 139 4 109 3 80 3 86 3 74 2 663 20

長崎小 97 3 97 3 103 3 89 3 94 3 74 2 554 17

流山北小 100 3 99 3 118 4 118 4 140 4 136 4 711 22

西深井小 26 1 40 2 32 1 29 1 35 1 37 1 199 7

南流山小 126 4 117 4 121 4 132 4 119 4 107 3 722 23
おおたかの森小 162 5 134 4 131 4 105 3 79 3 81 3 692 22

小学校計 1,682 53 1,620 54 1,587 50 1,508 48 1,512 46 1,523 45 9432 296

中学校

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

南部中 235 7 272 8 230 7 737 22

常盤松中 112 4 124 4 166 5 402 13

北部中 168 5 142 4 156 5 466 14

東部中 192 6 176 5 222 6 590 17

東深井中 160 5 164 5 136 4 460 14

八木中 105 3 89 3 105 3 299 9

南流山中 175 5 166 5 196 6 537 16

西初石中 114 4 100 3 107 3 321 10
おおたかの森中 87 3 80 3 7 1 174 7

中学校計 1,348 42 1,313 40 1,325 40 3,986 122

学校名
１年 ２年 ３年 合計

（特別支援学級除く）

資料５児童・生徒数

合計
学校名

１年 ２年 ３年 ５年 ６年４年

（特別支援学級除く）

３２




